
○○○○ 札幌ドームファールボール訴訟判決に基づく強制執札幌ドームファールボール訴訟判決に基づく強制執札幌ドームファールボール訴訟判決に基づく強制執札幌ドームファールボール訴訟判決に基づく強制執

行停止のために供託する保証金を追加行停止のために供託する保証金を追加行停止のために供託する保証金を追加行停止のために供託する保証金を追加

　

１　保証金に関する札幌市の負担割合について

２　歳入歳出予算補正額

体育施設運営管理費

【財源内訳】

・繰入金（財政調整基金）

　 　

　

　 　

平成27年（2015年）4月9日

札　　　　 幌　　　　市

　

　札幌市は、平成27年４月７日に札幌ドームでのファールボール事故に係る損害賠

償請求事件の判決を不服として、他の被告とともに札幌高等裁判所に控訴した。

　この控訴とともに、札幌地方裁判所に対し、第一審判決に基づく強制執行の停止

の申立てを行ったところ、被告３者（株式会社北海道日本ハムファイターズ・株式

会社札幌ドーム・札幌市）が共同担保として、保証金42,000千円を供託することを

条件に、第一審判決の強制執行の停止を認める決定がなされた。

　保証金の供託に当たり、予算の追加が必要となったが、早急に供託する必要があ

るため、地方自治法第１７９条の第１項の規定（特に緊急を要するため議会を招集

する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき）に基づき、補正予算の市

長専決処分を行った。

　

平成27年度補正予算(専決処分）の概要平成27年度補正予算(専決処分）の概要平成27年度補正予算(専決処分）の概要平成27年度補正予算(専決処分）の概要

14,000千円14,000千円14,000千円14,000千円

　被告３者が共同で供託する保証金42,000千円については、裁判所から３者の負担

割合が示されていないことから、被告３者で協議した結果、共同担保の負担割合と

しては、均等に負担することとし、札幌市は14,000千円を負担することとなった。

14,000千円

14,000千円

（問い合わせ先）

観光文化局スポーツ部施設課 森 TEL 011-211-3045

財政局財政部財政課 中澤 TEL 011-211-2212
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○　各会計予算の現況（平成27年度予算）

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

872,200,000 14,000 872,214,000

特 別 会 計 土 地 区 画 整 理 3,267,000 0 3,267,000

駐 車 場 398,000 0 398,000

母子父子寡婦福祉資金貸付 219,000 0 219,000

国 民 健 康 保 険 230,415,000 0 230,415,000

後 期 高 齢 者 医 療 23,217,000 0 23,217,000

介 護 保 険 131,838,000 0 131,838,000

基 金 2,083,000 0 2,083,000

計 391,437,000 0 391,437,000

企 業 会 計 病 院 事 業 27,301,000 0 27,301,000

中 央 卸 売 市 場 事 業 4,221,000 0 4,221,000

軌 道 事 業 2,109,000 0 2,109,000

高 速 電 車 事 業 90,688,000 0 90,688,000

水 道 事 業 68,332,000 0 68,332,000

下 水 道 事 業 87,962,000 0 87,962,000

計 280,613,000 0 280,613,000

1,544,250,000 14,000 1,544,264,000

400,953,241 0 400,953,241

会 計 名

一 般 会 計

合 計

公 債 会 計
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